
１ 登記されていないことの証明申請

１ 申請できる方

(1) 証明対象者本人

(2) 証明対象者本人の配偶者または四親等内の親族

(3) 上記(1)及び(2)の方から委任を受けた代理人

２ 申請方法

新潟地方法務局戸籍課の窓口で申請してください。

３ 証明書手数料

証明書１通につき収入印紙３００円

（収入印紙は、新潟地方法務局１階の印紙売場でもお買い求めいただけます。）

４ 申請書、委任状の様式（記載例含む）

登記されていないことの証明申請書 の様式はこちらです。

申請書の記載例 はこちらです。

→ ①証明対象者本人が申請する場合

→ ②証明対象者の配偶者または四親等内の親族の方が申請する場合

→ ③証明対象者本人の代理人が申請する場合

委任状 の様式はこちらです。

→ ①証明対象者本人から委任を受ける場合

→ ②証明対象者の配偶者または四親等内の親族の方から委任を受ける場合

委任状の記載例 はこちらです。

→ ①証明対象者本人から委任を受ける場合

→ ②証明対象者の配偶者または四親等内の親族の方から委任を受ける場合

５ 必要書類

(1) 証明対象者本人が申請する場合

・申請書（申請書は窓口にも備え付けています。）

・本人確認ができる書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

・証明書手数料（収入印紙）

(2) 証明対象者本人の配偶者または四親等内の親族の方が申請する場合

・申請書（申請書は窓口にも備え付けています。）

・証明対象者本人との親族関係を証する戸籍謄抄本や続柄が記載された住民

票等（発行から３か月以内のもの）

・窓口に来られる配偶者または四親等内の親族の方の本人確認ができる書類

（運転免許証、マイナンバーカード等）

・証明書手数料（収入印紙）

(3) 上記(1)及び(2)の代理人が申請する場合
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・申請書（申請書は窓口にも備え付けています。）

・委任状

・証明の対象者本人の配偶者または四親等内の親族から委任を受けている場

合は、委任者が本人の配偶者または四親等内の親族であることを証する戸

籍謄抄本や住民票等（発行から３か月以内のもの）

・代理人の本人確認ができる書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

・代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面（発行から３か

月以内のもの）又は会社法人番号

・証明書手数料（収入印紙）


